






















 

（別紙） 

林野火災防止に関する誓約書 

 

 林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆 

積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて 

重要です。 

 林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる 

者としては特に注意していく必要があると認識しています。 

 このため、当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、林野火災防止 

に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書（特記仕様書に定めがあれば記載）の遵守を 

改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約しま 

す。 

この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被る 

こととなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 
 

 

１ 標準仕様書第４条第９項を遵守し、作業員等に徹底させます。 

 標準仕様書第４条第９項 

 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について 

 万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしては 

ならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止し 

なければならない。 

２ 標準仕様書第４条第９項に基づく喫煙の指定場所（以下「指定場所」という。）につ 

いては、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中 

の喫煙は厳に慎むこととします。 

３ 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃 

物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰 

ります。 

４ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛 

び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。 

５ 林野火災注意報及び林野火災警報の情報収集に努め、発令された場合は、作業地に 

 所在する市町村の火災予防条例に定める火の使用の制限に従います。 

６  本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。 

 

    森林管理署長 殿 

    年 月 日 

 

                     住所又は所在地 

                     氏名又は名称 

 

注：事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。 













苗木仕様書 

 

（経費負担） 

１ 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。 

苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法（昭和 45 年 5 月 22 日

法律第 88号）第 12 条第１項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。 

 

（規格、形質） 

２ 苗木の規格は下表による。 

樹  種 苗 齢 
規    格 備 考 

  区  分 苗  長 根  元 径  

ｽｷﾞｺﾝﾃﾅ ２年 ｺﾝﾃﾅ苗 ３５ｃｍ上 ４．０ｍｍ上  

      

      

   

 ３ 形 質 

    苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。 

（普通苗） 

  (1)  地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がと

れているもの。 

  (2)  根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全な

もの。 

  (3)  樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。 

  (4)  着花、結実していないもの。 

  (5)  樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。 

（コンテナ苗） 

   (1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。 

   (2)  根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。 

(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。 

(4) 着花、結実していないもの。 

(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面８０以下を優先的に使用すること。 

 

（不適格苗木の措置） 

４ 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める

苗木に交換しなければならない。 

５ 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。 

 

（受入れ） 

６ 現地搬入ごとの苗木納品書（生産者が確認出来るもの）を整理のうえ、完成届とともに監督

職員に提出しなければならない。 

７ 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写

真撮影をしなければならない。 

８  植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(１年以内）したと判断される場合は、瑕疵

担保（請負人の担保責任）と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。 

 

（コンテナ苗の保管） 

９ 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆

うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより

蒸れによる枯死がないように留意すること。 

 

（その他） 

10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を

申し出て、指示を受けなければならない。 








